
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

○ 
中
央
区
プ
ー
ル
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
年
三
月
中
央
区
条
例
第
十
四
号
） 

 

新 

旧 

（
罰
則
） 

（
罰
則
） 

第
十
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑

又
は
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

第
十
条 

次
の
各
号
の
一
に 

 
 

該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役 

又
は
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一 

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
プ
ー
ル
を
経
営
し
た
者 

一 

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
プ
ー
ル
を
経
営
し
た
者 

二 

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者 

二 

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者 

 
 

附 

則 
 

（
施
行
期
日
） 

 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
の
処
罰
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
従
前

の
例
に
よ
る
。 

 

 

資料     ２ 
福 祉 保 健 委 員 会 

令和６年１１月２９日 


